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日　：令和５年４月６日㈭
場所：奈良県トラック会館

奈良県　産業・観光・雇用振興部長　来訪

　奈良県から森本壮一　産業・観光・雇用振興部長が新任挨拶のため来訪されました。
　この日は、当協会の塚本哲夫会長が会長室で出迎え、燃料価格高騰に対する県の支援について感謝を述
べ、県内の運送事業者の現状と課題について説明しました。
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▲写真中央が森本 産業・観光・雇用振興部長　左は箕輪成記 産業振興総合センター所長　右は塚本会長
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緊 急  正 副 会 長 会 議

　令和５年４月10日（月）、緊急正副会長会議を開催、役員改選や当面の課題について協議されました。
　塚本哲夫会長、清水益成副会長、中秀夫副会長、萩原良介副会長、吉村繁美相談役が出席しました。
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日時：令和５年４月17日㈪ 午後２時～
場所：奈良県トラック会館　２階　会議室
出席者：中担当副会長
　　　　委　員：９名　　役　員：２名　　事務局：１名　　以上13名

議　題

第１回交通安全・労災防止対策委員会

▲西川委員長▲中副会長

⑴　子どもの事故防止 足型ス
トップマーク普及事業につ
いて

　　　子どもの交通事故防止対
策として、奈良県交通安全
母の会と連携し、令和４年
度は14市町村へ合計1,350枚
配布したことを報告した。

⑵　奈良・針トラックステー
ションの施設利用状況につ
いて

　　　令和４年４月から令和
５年２月における大型ト
ラックの立寄台数が、東神
トラックステーションに次
ぐ、全国２位であったこと
を報告した。

⑶　令和５年度（第34回）３ヵ
月無災害運動について

　　　６月１日から８月31日ま
での３カ月間、自主的な労
働災害防止活動を展開する
ことにより、労働災害ゼロ

内５カ所のハローワーク窓
口において求職者への配布
を依頼したことを報告した。

⑺　セミナー等の実施状況につ
いて

　　　第４回働き方改革セミ
ナー（12/13）

　　　陸運事業者のための安全
マネジメント研修会（2/7）

　　　第２回トラック運送事業
者のための人材確保セミ
ナー（2/14）

⑻　陸災防奈良県支部 令和４
年度事業報告及び令和５年
度事業計画（案）について

　　　令和４年度は、事業計画
に基づき、労働災害防止の
ための主要対策を実施し、
令和５年度は、労働災害防
止５カ年計画の初年度とし
て、労働災害の多くを占め
ている荷役労働災害防止及
び健康確保を最重点課題と
して対策を推進することを
説明した。

　　　熱中症が増加する５月１
日から９月30日まで、厚生
労働省及び労働災害防止団
体により予防に関する周
知・啓発が実施されること
を説明し、予防対策の徹底
を要請した。

⑸　労働安全衛生規則等の一部
改正について

　　　荷の積み卸し作業時にお
ける昇降設備の設置及び保
護帽着用義務の範囲拡大、
テールゲートリフターによ
る荷の積み卸し作業への特
別教育が義務化されること
を受け、セミナーを実施す
ることを説明し、参加を要
請した。

⑹　運転者の雇用確保対策につ
いて

　　　運送業界への就職促進を
図るため、新卒者向けパン
フレットを作成し、奈良県

の達成と継続を目
標として実施され
ることを説明し、
参加を要請した。

⑷　ＳＴＯＰ！熱中症 
クールワークキャ
ンペーンについて

▲西川　聡 氏

　 「労働安全衛生について」
　　　奈良労働局　労働基準部　健康安全課　副主任地方産業安全専門官
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西川　聡 氏

指示事項
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監事による監査（令和４年度事業及び決算）
　令和５年４月21日㈮、奈良県トラック会館で、阪井 紘行監事、東口 哲夫監事、壷井 和子監事により、
定款で定める令和４年度事業報告及び決算の監査が行われました。
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阪井監事

東口監事

壷井監事



日時：令和５年３月26日㈰ 午前10時～
場所：赤庄産業株式会社（大淀町下渕）

吉野支部　自転車用ヘルメットを寄贈

自転車を利用する外国人労働者の安全のため
　吉野支部（清水益成支部長）
は大淀町内で集成材を扱う「赤
庄産業㈱」（代表取締役・向井
嘉隆）に勤務する外国人労働者
が安全安心に通勤などで利用で
きるよう自転車用ヘルメット35
個を寄贈。３月26日同社で寄贈
式と吉野警察署の協力のもと同
社従業員に対しての交通安全講
習を行いました。
　寄贈式に先立ち清水支部長は
「ヘルメットを着けることでい

ざという時にも事故の大きさを
軽減できる。日頃の生活に役立
ててほしい」とあいさつ。吉野
警察署の羽根康英署長は「自転
車に乗る際は今日からでも、ヘ
ルメットをかぶってほしい」と
述べました。
　寄贈式のあと、ヘルメットの
正しい装着方法や自転車の適切
な点検の仕方などについて吉野
警察署の署員が同社従業員に対
して講習し、防災の観点からも

ヘルメットをかぶることで頭を
守ることができると説明しまし
た。
　同社にはベトナムなど海外か
ら来日して就労する外国人労働
者が35人勤務。4月から新たに
道路交通法が改正され、自転車
に乗る際のヘルメット着用が努
力義務となる中、向井社長は「弊
社の従業員にヘルメットを寄贈
いただけるのは光栄でありがた
い」と話していました。
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▲早速ヘルメットを着用する同社従業員

▲後列左から清水支部長、向井社長、前列左から羽根署長、従業員代表

▲自転車の点検方法などについて講習　　　　　　　　　
（右端は通訳をする同社従業員のグエンティ ランさん）
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事故対から

事
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対
か
ら

事 故 対 か ら の お 知 ら せ

令和５年度（２０２３年度） 運行管理者等基礎講習のご案内 

 

独立行政法人自動車事故対策機構奈良支所 

 

当支所が開催する令和５年度運行管理者等基礎講習について下記のとおりご案内します。 

平成２４年４月１６日以降「新たに選任した運行管理者」であって、基礎講習受講履歴がない方に対し

ては、一般講習ではなく、基礎講習を受講させてください。また、運行管理者試験の受験資格を得たい

方、補助者の選任要件を得たい方は基礎講習を受講してください。 

※ 基礎講習受講履歴の有無については、「運行管理者等指導講習手帳」または基礎講習修了証書で確認してください。 

※ 旅客の基礎講習を修了されても、貨物の運行管理者試験の受験資格を得ることはできません。同様に貨物の基礎講習を    

修了されても、旅客の運行管理者試験の受験資格を得ることはできません。 

 

 

 

 

１． 開催日・会場等  （例年と実施時期、実施会場を変更しておりますのでご注意ください。） 

 

■ 基礎講習 

開催年月日 対象（種別） 開催会場 申込開始日 

令和５年６月７日～９日 
貨物 

奈良県奈良労働会館 

（エルトピア奈良） 

令和５年４月１３日～ 

令和５年１０月１８日～２０日 令和５年８月２２日～ 

● 講習時間は、１日目 １０：００～１６：３０頃、２日目 ９：３０～１６：３０頃、３日目 ９：３０～１６：００頃です。 

 

 

２．申込開始日 

  上表にてご確認ください。 なお、定員に限りがございますので早めのお申し込みをお願いします。 

 

３．申込の方法 

自動車事故対策機構（NASVA）のホームページ （「ナスバ」で検索） 

https://www.nasva.go.jp を開き、「講習のご予約」をクリックしてください。 

※ 予約にはメールアドレスが必要です。 

※ メールアドレスがない等でホームページから予約ができない場合にはご相談ください。 

 

４．受講料 

１名様:  基礎講習 ８，９００円 

 

５．その他 本講習に関するご連絡は当支所あてお願いします。  電話 ０７４２－３２－５６７１ 

新型ウイルス感染症の状況等によっては、講習会を中止・延期とさせていただく場合がございます（この場合は、お

申し込みいただいた方の連絡先に、事前にご連絡いたしますのであらかじめご了承願います。）。
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対
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令和５年度（２０２３年度） 運行管理者等一般講習のご案内 

独立行政法人自動車事故対策機構奈良支所 

 

当支所が開催する令和５年度運行管理者等一般講習について下記のとおりご案内します。貴社の選任運

行管理者の受講歴を確認し、本年度の受講が義務づけられている方に、必ず受講させてください。なお、  

平成２４年４月１６日以降「新たに選任した運行管理者」であって、基礎講習受講履歴がない方に対しては、一

般講習ではなく、基礎講習を受講させてください。また、運行管理者試験の受験資格を得たい方、補助者の

選任要件を得たい方は基礎講習を受講してください。 

※ 一般講習受講履歴の有無については、「運行管理者等指導講習手帳」にて確認してください。 

 

 

 

１． 開催日・会場等  （例年と実施時期、実施会場を変更しておりますのでご注意ください。） 

■ 一般講習  

開催年月日 対象（種別） 開催会場 申込開始日 

令和 ５年 ８月２９日（火） 

貨物 

 

奈良県奈良労働会館 

（エルトピア奈良） 

令和５年６月２６日～ 
令和 ５年 ８月３０日（水） 

令和 ６年 ２月１４日（水） 
令和５年１２月１１日～ 

令和 ６年 ２月１５日（木） 

● 受付時間は、９：１０～９：５０です。 講習時間は、９：５０～１６：００頃です。  

 

 

２．申込開始日 

  上表にてご確認ください。 なお、定員に限りがございますので早めのお申し込みをお願いします。 

 

３．申込の方法 

自動車事故対策機構（NASVA）のホームページ （「ナスバ」で検索） 

https://www.nasva.go.jp を開き、「講習のご予約」をクリックしてください。 

※ 予約にはメールアドレスが必要です。 

※ メールアドレスがない等でホームページから予約ができない場合にはご相談ください。 

 

４．受講料 

１名様:  一般講習 ３，２００円 

 

５．その他 本講習に関するご連絡は当支所あてお願いします。  電話 ０７４２－３２－５６７１ 

新型ウイルス感染症の状況等によっては、講習会を中止・延期とさせていただく場合がございます（この場合は、お

申し込みいただいた方の連絡先に、事前にご連絡いたしますのであらかじめご了承願います。）。
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山
城
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（５月号用） 

 

事業主の皆様へ 
 

労働保険年度更新のご案内 
 

 
 

令和５年度 労働保険（労災保険・雇用保険）の年度更新期間は、 

６月 1 日（木）から７月１０日（月）です。 

期間中の申告・納付をお願いします。 
 

電子申請の利用又は郵送による提出が可能です。

 
 年度更新申告書は、５月末頃に発送予定です。 

 
 

 
 

詳しくは、下記までお問い合わせください。 
 

奈良労働局総務部 労働保険徴収室 
ＴＥＬ ０７４２－３２－０２０３ 
 
または、管轄労働基準監督署・ハローワーク（公共職業安定所） 
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奈良労働局からのお知らせ
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厚生労働省からのお知らせ
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飲酒運転の根絶を目指して
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　　2023 年２月 　単純集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県
スタンド平均 ローリー平均 カード平均
123.85 108.76 119.41

　　2023 年２月 　元売別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　
元売名 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

ENEOS 123.70 109.84 119.17
出光昭和シェル 108.58 120.15

キグナス 108.40

コスモ 106.40 108.00 118.40
その他 127.40 109.05 119.58
　　2023 年２月 　月間購入量別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

月間購入量 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
30キロリットル未満 125.20 109.26 120.55
30～50キロリットル未満 114.40 107.50 108.92
50～100キロリットル未満 107.40 116.50
100キロリットル以上 106.98
　　2023 年２月 　支払期限別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

支払期限 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
30日未満 118.20 109.58 118.00
30～60日未満 125.73 108.19 119.54
60日以上 111.83
　　軽油価格推移表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

スタンド平均 ローリー平均 カード平均
2022年10月 125.23 110.28 116.33
2022年11月 122.47 109.97 120.43
2022年12月 128.32 110.71 121.19
2023年１月 123.27 109.84 120.35
2023年２月 123.85 108.76 119.41

※消費税抜きの価格となります。

令和５年３月24日現在
（公社）全日本トラック協会

軽油価格調査集計表（2023年２月）
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足を滑らせてリアバンパーから転落（死亡災害）

テールゲートリフターから転落（死亡災害）

　被災者はコンビニエンスストアに荷
物を配送していました。配送先の手前
にある駐車場で荷台コンテナ内にある
荷物の整理を行った後、荷台にあった
段ボールを持ちながら、荷台からトラッ
クのリアバンパーに足をかけ、後ろ向
きで降りようとしたところ、足を滑ら
せてしまい、約52cmの高さから転落
し、頭部を強打しました。なお、同被災
者は保護帽を着用していませんでした。

　被災者はテールゲートリフターに
乗り、工業用油200ℓが入ったドラム
缶１缶を荷台から荷おろしする作業
をしていました。被災者は何らかの
理由でテールゲートリフターからト
ラック後方に転落しました（転落高
110cm）。なお、同被災者は保護帽を
着用していませんでした。

陸上貨物運送事業における労働災害の中で最も多かったのが
「トラック・荷台等からの墜落・転落」です。このパターンの災害事例を分析すると、
67％が「保護帽未着用」でした。そのうちの多くが「高さが2m未満」の地点からの転落であり、
もし保護帽を着用していれば死亡災害に至らなかった可能性があります。

1 トラック・荷台等からの
墜落・転落による
死亡災害

％21.1
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重大な労働災害を防ぐためには



3

 作業手順書を作成しましょう

 複数の作業者で荷役作業を行う場合、作業指
揮者を配置しましょう

 荷台上で作業者が移動する場合、作業指揮者
は地面レベルから全般を見渡し、確認および
指示ができる状況にしておきましょう

 トラック運転席やアルミバンの屋根上など
高所で作業を行う場合は、安全帯を着用する
か、足場を組み作業床を設けましょう

 耐
たいかつせい

滑性のある安全靴等を使用しましょう

作業高によらず、必ず保護帽を着用して荷役作業を行いましょう

「墜落時保護用」を
使用すること

傾けずに被ること

あご紐をしっかりと、
確実に締めること

破損したものは
使わないこと

耐用年数を守ること

着用時（ ）
1

2

3

4

5

わずか50 cmの高さから転落した場合でも、打ちどころによっては死亡
災害に至ってしまうことがあります。高さ2mに満たない地点での作業で
あっても、荷役作業時には必ず保護帽を着用するようにしましょう。
また、常日頃から社員に対して保護帽の意義や効果に関する社内教育を
実施し、保護帽の着用を徹底させるようにしましょう。

▶労働災害を防ぐためのポイント！

対 策

その他、事業者・作業者は次のような対策を講じましょう

5 つのポイント

ひ と こ と
アドバイス
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トラック協会・陸災防奈良県支部

５月の行事(予定)表
日 曜 時　　間 行　　　　　事 場　　所

13 土 ９：00 ～ フォークリフト運転技能講習会【学科２日間】 奈良県トラック会館

14 日 ９：00 ～ フォークリフト運転技能講習会【学科４日間】 奈良県トラック会館

16 火 13：30 ～ 2023年度「貨物自動車運送事業安全性評価事業（Ｇマーク）」説明会（WEB） 奈良県トラック会館

20 土 ８：30 ～ フォークリフト運転技能講習会【実技２日間】 奈良県トラック会館

21 日 ８：30 ～ フォークリフト運転技能講習会【実技４日間】 奈良県トラック会館

27 土 ８：30 ～ フォークリフト運転技能講習会【実技４日間】 奈良県トラック会館

28 日 ８：30 ～ フォークリフト運転技能講習会【実技４日間】 奈良県トラック会館

29 月 13：00 ～ 奈ト協　第50回定時総会／陸災防奈良県支部　第61回通常総会 ザ 橿 原

６月の行事(予定)表
日 曜 時　　間 行　　　　　事 場　　所

10 土 ９：00 ～ 玉掛け技能講習会【学科】 奈良県トラック会館

11 日 ９：00 ～ 玉掛け技能講習会【学科】 奈良県トラック会館

17 土 ８：30 ～ 玉掛け技能講習会【実技】 奈良県トラック会館
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ト ラ ッ ク の 構 造 上 の 特 性
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「資料提供　公益財団法人 交通事故総合分析センター」

（一般貨物）普通貨物車とワンボックスの赤信号での追突事故

事業用自動車事故事例 №93



 
「適正化事業・巡回指導報告書」 

奈良県貨物自動車運送適正化事業実施機関 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

令和５年３月実施結果  

調査事項 調査件数 指導件数 指導率 
 

Ⅰ.事業計画等 

 １．主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。 12 0 0%  
 ２．営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。 12 0 0%  
 ３．自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。 12 0 0%  
 ４．乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。 12 0 0%  
 ５．乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 12 1 8.3%  
 ６．届出事項に変更はないか。（役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等） 10 0 0%  
 ７．自家用貨物自動車の違法な営業類似行為（白トラの利用等）はないか。 12 0 0%  
 ８．名義貸し、事業の貸渡し等はないか。 12 0 0%  

Ⅱ.帳簿類の整
備、報告等 

 １．事故記録が適正に記録され、保存されているか。 6 0 0%  
 ２．自動車事故報告書を提出しているか。 0 0 - %  
 ３．運転者台帳及び従業員台帳が適正に記入等され、保存されているか。 12 1 8.3%  
 ４．車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。 12 0 0%  
 ５．事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。（本社巡回に限る） 9 2 22.2% ⑤ 

Ⅲ.運行管理等 

 １．運行管理規程が定められているか。 12 0 0%  
○ ２．運行管理者が選任され、届出されているか。 12 0 0%  
 ３．運行管理者に所定の研修を受けさせているか。 12 1 8.3%  
 ４．事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。 12 0 0%  

○ ５．過労防止を配慮し、適正に管理されているか。 12 1 8.3%  
 ６．過積載による運送を行っていないか。                         ☆ 12 0 0%  

○ ７．点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 12 2 16.7%  
 ８．乗務等の記録（運転日報）の作成・保存は適正か。 12 0 0%  
 ９．運行記録計による記録及びその保存･活用は適正か。            ☆ 12 0 0%  
 10．運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 3 2 66.7% ① 

○ 11．乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 12 2 16.7%  
○ 12．特定の乗務員に対して特別な指導を行っているか。 9 5 55.6% ② 
○ 13．特定の乗務員に対して適性診断を受けさせているか。 9 5 55.6% ② 

Ⅳ.車両管理等 

 １．整備管理規程の制定及び整備管理業務がなされているか。 12 0 0%  
○ ２．整備管理者が選任され、届出されているか。 12 0 0%  
 ３．整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 11 2 18.2%  
 ４．日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 12 0 0%  

○ ５．定期点検及びその保存がされているか。 12 0 0%  

Ⅴ.労基法等 

 １．就業規則が制定され、届出されているか。 7 1 14.3%  
 ２．３６協定が締結され、届出されているか。 12 1 8.3%  
 ３．労働時間、休日労働について違法性はないか。（運転時間を除く） 12 0 0%  

○ ４．所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 12 4 33.3% ④ 

Ⅵ.法定福利 
 １．労災保険・雇用保険に加入しているか。 12 0 0%  
 ２．健康保険・厚生年金保険に加入しているか。 12 2 16.7%  

Ⅶ.運輸安全 
マネジメント 

 １．運輸安全マネジメントの実施は適正か。 12 0 0%  

指 導 件 数 合 計 412 32 7.8% 

（注）○…重点指導項目 ☆…霊柩は項目から除外  
 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ その他 合計 

通常 ３ 件 ４  件 ４(1)件 件 件 件 １１(1)件 
新規参入    件 １(1)件 件 件 件 件 １(1)件 
新規(他) 件 件 件 件 件 件 件 
特別(労) 件 件 件 件 件 件 件 

特別(他) 件 件 件 件 件 件 件 
総合 ３ 件 ５(1)件 ４(1)件 件 件 件 １２(2)件 

（ ）は会員外の件数です 

令和５年３月実施状況 

計画件数 実施件数 

１８件 １２件 

 

実施件数合計 

１６８件 

令 和 ４ 年 度 月 別 実 施 件 数 
実施月 件 数 実施月 件 数 実施月 件 数 
４月 １４件 ８月 １６件 １２月 ５件 
５月 １４件 ９月 １３件 １月 １５件 
６月 １７件 １０月 １６件 ２月 １６件 
７月 １５件 １１月 １５件 ３月 １２件 
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適正化事業・巡回指導報告書（令和５年３月)



 
「適正化事業・巡回指導報告書」 

奈良県貨物自動車運送適正化事業実施機関 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

項 目 別 指 導 結 果  

調査事項 調査件数 指導件数 指導率 
 

Ⅰ.事業計画等 

 １．主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。 164 0 0%  
 ２．営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。 164 1 0.6%  
 ３．自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。 164 7 4.3%  
 ４．乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。 164 0 0%  
 ５．乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 164 1 0.6%  
 ６．届出事項に変更はないか。（役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等） 136 0 0%  
 ７．自家用貨物自動車の違法な営業類似行為（白トラの利用等）はないか。 164 0 0%  
 ８．名義貸し、事業の貸渡し等はないか。 164 2 1.2%  

Ⅱ.帳簿類の整
備、報告等 

 １．事故記録が適正に記録され、保存されているか。 55 1 1.8%  
 ２．自動車事故報告書を提出しているか。 2 1 50.0% ② 
 ３．運転者台帳及び従業員台帳が適正に記入等され、保存されているか。 164 1 0.6%  
 ４．車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。 164 1 0.6%  
 ５．事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。（本社巡回に限る） 132 37 28.0% ⑤ 

Ⅲ.運行管理等 

 １．運行管理規程が定められているか。 164 0 0%  
○ ２．運行管理者が選任され、届出されているか。 163 0 0%  
 ３．運行管理者に所定の研修を受けさせているか。 162 42 25.9% ⑥ 
 ４．事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。 164 1 0.6%  
○ ５．過労防止を配慮し、適正に管理されているか。 166 37 22.3% ⑨ 
 ６．過積載による運送を行っていないか。                         ☆ 164 0 0%  
○ ７．点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 166 25 15.1%  
 ８．乗務等の記録（運転日報）の作成・保存は適正か。 166 0 0%  
 ９．運行記録計による記録及びその保存･活用は適正か。            ☆ 154 8 5.2%  
 10．運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 42 10 23.8% ⑦ 
○ 11．乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 164 25 15.2%  
○ 12．特定の乗務員に対して特別な指導を行っているか。 106 59 55.7% ① 
○ 13．特定の乗務員に対して適性診断を受けさせているか。 106 48 45.3% ③ 

Ⅳ.車両管理等 

 １．整備管理規程の制定及び整備管理業務がなされているか。 164 1 0.6%  
○ ２．整備管理者が選任され、届出されているか。 164 3 1.8%  
 ３．整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 158 36 22.8% ⑧ 
 ４．日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 164 6 3.7%  
○ ５．定期点検及びその保存がされているか。 164 31 18.9% ⑩ 

Ⅴ.労基法等 

 １．就業規則が制定され、届出されているか。 82 12 14.6%  
 ２．３６協定が締結され、届出されているか。 158 17 10.8%  
 ３．労働時間、休日労働について違法性はないか。（運転時間を除く） 163 2 1.2%  
○ ４．所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 163 52 31.9% ④ 

Ⅵ.法定福利 
 １．労災保険・雇用保険に加入しているか。 162 17 10.5%  
 ２．健康保険・厚生年金保険に加入しているか。 151 20 13.2%  

Ⅶ.運輸安全 
マネジメント 

 １．運輸安全マネジメントの実施は適正か。 164 18 11.0%  

指 導 件 数 合 計 5,545 522 9.4% 

（注）○…重点指導項目 ☆…霊柩は項目から除外  
 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ その他 合計 

通常 ５０(4) 件 ４５(11)件 ４６(5) 件 ９(3) 件 ２(1) 件 １(1) 件 １５３(25)件 
新規参入 件 ３(2) 件 ５(4) 件  １   件 件 件 ９(6) 件 
新規(他) 件 ２(2) 件 １    件 件 件 １    件 ４(2) 件 
特別(労) 件 件 件 件 件 ２   件 ２  件 

特別(他) 件 件 件 件 件 件 件 
総合 ５０(4) 件 ５０(15)件 ５２(9) 件 １０(3) 件 ２(1) 件 ４(1) 件 １６８(33)件 

（ ）は会員外の件数です 

令 和 ４ 年 度 実 施 状 況 
年間目標件数 計画件数 実施件数 目標件数に対する実施率 計画件数に対する実施率 

１６０件 ２４０件 １６８件 １０５．０％ ７０．０％ 
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適正化事業・巡回指導報告書（令和４年度)



特定の運転者に対する特別な指導の内容、時間及び実施時期

令和４年度　巡回指導実施状況ワースト１への対応
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Ｋ Ｉ Ｔ 事 業 の 案 内
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　　　キット　　　　　K　　・　　I　　・　　T

品質と信頼で未来につなぐ

求荷求車ネットワーク「ＷｅｂＫＩＴ２＋」

　      　       　強力な経営支援ツールです！
がお応えします！！

  安定的な輸送力の確保のために

　　　　　　　・大事なお客様からの急な輸送オーダー対応

　　　　　　　・ネットワーク会員同士で輸送力を相互補完

  安心のネットワーク取引のために

　　　　　　　　　　・明確な運賃　　　　　　
　　　　　　　　　　・回収不安なし

  輸送効率化のために
　　　　　　　・配車業務のシステム化
　　　　　　　・配車担当者のスキル向上
　　　　　　　・書面化による輸送トラブル解消

  輸送効率化のために
　　　　　　　　　　・閑散期の荷物確保と繁忙期の車両確保
　　　　　　　　　　・帰り荷確保(実車率アップ）
　　　　　　　　　　・余分スペースの積み合わせ（積載率アップ）

＊＊運賃の集金は組合精算ですので安心です＊＊

＊運賃の支払いは４５日サイトです。 ＊軽油・尿素の支払いは５０日サイトです。

☆輸送 ☆軽油販売
　　運賃＜実例＞ エネクスフリート　軽油価格 ENEOSウイング　軽油価格

　　　◎大阪（茨木市）　→　埼玉（深谷市）　　大型車 2月 3月 2月 3月
　　　　　運賃　　８５，０００円（税抜き） 116円 117円 114円 116円
　　　◎大阪（住之江区）　→　愛知（安城市）　 ４トン車 （単価は日本貨物運送事業協同組合連合会
　　　　　運賃　　４３，０００円（税抜き）

☆尿素販売
　　

お問い合わせ

（日貨協連）の全国統一価格です。）

　アドブルー　/　三井物産プラスチック(株)、日本液炭(株)

奈良県キット事業協同組合
〒６３９－１１０３　奈良県大和郡山市美濃庄町１７０－１５
ＴＥＬ　０７４３－５８－６０８０　　FAX　 ０７４３－５８－６０８１

１L ＝ ８１～８４円（令和５年１月現在）

軽油 軽油

　Kyodo　Information　of　Transport　

Ｋ　Ｉ　Ｔ（協同・情報・輸送）　事　業　の　ご案内

今後厳しさを増す中小トラック
旧来型の経営体質

運送事業者を取り巻く環境

ＷｅｂＫＩＴ２＋

令和5年 令和5年

 
深刻化する  
 
ドライバー不足 

 
働き方改革で 
 
労働時間を短縮 

紹介業者 

(水屋)への依存 

 
協力会社、
 
自社営業の限界 

取引・事業の拡大 

  生産性の向上 

 

導入効果 

 

導入効果 

 

導入効果 

 

導入効果 



　

２

１ 県内の交通事故発生状況

（データは概数）

県内の事業用貨物自動車が関係する交通事故発生状況

３

（データは概数）

各事業所の皆様も是非ご覧ください。

交通安全情報や交通安全に関する取組などを発信しています。

県警察では、ＴｗｉｔｔｅｒやＹｏｕＴｕｂｅを運用しております。

奈 良 県 警 察 本 部 か ら

奈良県警察交通部の情報発信について

奈良県警察 奈良県警察交通部

４月1５日現在

件 件 件 １日に約 件

件 件 件 １日に 件

死者数 人 人 人 約18日に 人

負傷者数 人 人 人 １日に約 人

件 件 件 １日に約 件

令和5年 増減数 備　　考令和4年

物損事故件数

区　　分

人身事故件数

総件数

件 件 件

件 件 件

死者数 人 人 人

負傷者数 人 人 人

件 件 件

総件数

令和5年

４月１５日現在

物損事故件数

区　　分

人身事故件数

令和4年 増減数
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奈良県警察本部からのお知らせ



近畿共済は、組合員のみなさまと一体となって事故防止に努力しています

近 畿 共 済 の自 動 車 共 済 ･自 賠 責 共 済 をご利 用 ください

ご契約のお問い合わせ・お申し込みは、奈良事務所０７４３－５９－１７０１まで

令和５年度 交通事故防止

標語･体験記･児童画募集
 
近畿共済では、今年度も組合員･従業員の皆さま

から交通事故防止を訴える｢標語･体験記･児童画｣
を募集しています。日々のお仕事での貴重な体験
や事故防止についてのご意見を標語･体験記にし
てお寄せください。標語・体験記については、無
事故を祈るご家族の方の作品も歓迎します。また、
小学生、幼児のお子様のかわいい児童画も募集し
ます。
入選作品には全国トラック交通共済協同組合連

合会から賞状と副賞を、また体験記・児童画の応
募者には カード 円分と、近畿共済から
応募記念品を進呈いたします。
なお、作品は 人につき１点（標語は３点まで）

とさせていただきます。
 
応募資格 組合員事業主および従業員とその家族（親、配偶者、子ども）

児童画については、幼児、小学校低学年および高学年の３部門
記載事項 応募作品には、氏名、年齢、会社名および会社住所を明記してください。加え

て、体験記および児童画には、タイトル、電話番号、家族の場合は続柄を、児
童画には学年を明記してください。

〆 切 令和５年６月３０日 金 （当日消印のあるものは有効）
送り先・お問い合わせは（標語のみメールでの応募可
近畿交通共済協同組合 事故防止課
〒 大阪市城東区鴫野西

／ ／ ／
 
 

児童画最優秀賞

はトラックにラッ

ピングも！
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近畿交通共済からのお知らせ

令和
5年
度

トラックドライバーに対して安全運
転、事故防止を呼びかけるもの。
（歩行者、自転車などに対して呼び
かけるものは除きます。）

事業主及び従業員とその家族
（親・配偶者・子供）

優秀賞と佳作を選考し、
優秀賞12作品の中から1作品を
最優秀賞とします。

最優秀作品は、本年度作製の垂幕に使用させて
いただきます。

最優秀賞と優秀賞は、令和6年のカレンダーに使
用させていただきます。

各部門ごと、最優秀賞作品を受賞された組合員
様のトラック1台にラッピング
※希望される組合員様

1名

3万円

最優秀賞

─ 副賞 ─
11名

2万円

優秀賞

─ 副賞 ─
45名

5千円

佳　作

─ 副賞 ─

400字詰め原稿用紙5枚程度とし、
必ず会社名、氏名、題名をご記入下
さい。1人1作品とします。

優秀賞と佳作を選考し、
優秀賞6作品の中から1作品を
最優秀賞とします。

応募作品 応募作品応募作品

応募資格

事業主及び従業員とその家族
（親・配偶者・子供）

応募資格作品規定

作品規定選考方法

賞

賞

選考方法

賞

交通安全を訴えるものならテーマは
自由。ただし、必ず絵の題名をつけ
て下さい。

選考方法 幼児・低学年・高学年の3部門ごと
に選考します。

1名

5万円

最優秀賞

─ 副賞 ─
5名

3万円

優秀賞

─ 副賞 ─
若干名

1万円

佳　作

─ 副賞 ─

各部門1名

2万円
図書カード

最優秀賞

─ 副賞 ─
9名（3部門合計）

1万円
図書カード

優秀賞

─ 副賞 ─
若干名

5千円
図書カード

佳　作

─ 副賞 ─

トラック運転中における事故、又は
ヒヤリ・ハットの体験。
トラックの運転者、管理者としての
事故防止対策について。
私と交通安全、又は無事故の秘訣。

1

2

3
1 3 いずれかのテーマをお選び下さい。～

事業主及び従業員の子供
（小学生以下）

応募資格

作品規定 四つ切り（横向き・縦38×横54cm）
の画用紙。原則として、横向き・横書き
とします。1人1作品とします。

トラック交通共済協同組合では、組合員の皆様から交通事故の防止を訴える【標語・体験記・児童画】を募集いたします。入選作品には、
賞状と副賞をお贈りいたします。また、体験記・児童画に応募された方に、QUOカード（500円分）を進呈いたします。

標  語 体験記

※ご自身の体験に基づき、ご自身の言葉でお書き下さい。

児童画

児童画最優秀賞

トラックにラッピング！

交通事故防止

※標語に応募された方へのQUOカードの進呈はございません

体験記 児童画 の応募者に QUO
カード
QUO
カード 500円分プレゼント

主催
協力

全国トラック交通共済協同組合連合会
近 畿 交 通 共 済 協 同 組 合

【送 り 先】 〒536-0014 大阪市城東区鴫野西2-11-2／TEL：06-6965-2826／FAX：06-6965-2842／E-mail：safety@kinkyo.or.jp
【〆　　切】 令和5年6月30日（当日消印のあるものは有効）
【記載事項】  標語応募作品には、氏名・年齢・会社名・会社住所を明記して下さい。

体験記応募にはタイトル・氏名・年齢・会社名・会社住所・電話番号・家族の場合は続柄を明記して下さい。
児童画応募にはタイトル・氏名・年齢・学年・会社名・会社住所・電話番号・家族の場合は続柄を明記して下さい。
なお、児童画及び体験記応募者には近畿交通共済から応募記念品を差し上げます。

※応募者の個人情報は、個人情報保護を対象とした基準に基づいて管理させていただきます。※選考は9月下旬（予定）。入選された方には賞状と上記の副賞を当会から
お贈りし、発表に代えさせていただきます（10月中旬予定）。応募された標語において同一作品があった場合は、抽選とさせていただきます。※体験記・児童画に応募
された方へのQUOカードは10月中旬（予定）にお贈りします。※懸賞内容等について、当会の都合により予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●応募作品は、いずれも未発表の創作とし、入選作品、版権は当会に帰属します。なお、応募作品は返却いたしません。
●入選作品は、当会及び会員の広報関係全般に使用させていただきます。

1人につき 3点までとします。

応募はメール・FAX・郵送いずれも可

103979_令和5年度標語等募集ポスターA2_935660.indb   9 2023/03/03   16:41



児 童 ・ 学 生 に 注 意 ！

近 畿 共 済 安 全 通 信

新年度がスタートし、今からの時期に増える

のが「子どもの交通事故」。

令和 年は、子ども（幼児から中学生まで）の

交通人身事故が 件発生し、うち 名が亡

くなっています。特に小学校に入学し、行動範

囲が広がる 歳は“魔の 歳”と言われるほど、

交通事故が多い傾向にあります。

午後 時頃、交差点を青信号で左折していた

大型トラックが横断歩道を直進していた自転車と

接触。自転車に乗っていた高校生がトラックに巻

き込まれ重傷を負った。

月 日より、自転車のヘルメット着用が努力

義務化されました。安全のために自転車に乗

る際はヘルメットを着用しましょう！

⚫ 物事を単純にしか理解できない

⚫ １つのことに注意が向くと、他のことは目に

入らない

⚫ そのときの気分によって行動が変わる

⚫ 大人の真似をしたり、大人に依存しやすい

⚫ 物陰で遊ぶ傾向がある

⚫ 一時不停止、左右不確認

⚫ 携帯電話、イヤホンの使用

⚫ 猛スピードで走行する

⚫ 夜間の無灯火走行

子 ど も の 行 動 特 性 中 高 生 の 行 動 特 性 （ 自 転 車 ）

～行動特性をしっかり理解し、交通事故を防ぎましょう～

左折巻き込みによる事故

※警視庁「子供の交通人身事故発生状況」データ参照
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人事異動による挨拶のため来訪

奈良県警察本部　交通規制課長
玉垣　潔士 氏

近畿運輸局　貨物課長
酒井　敏一 氏

奈良県警察本部　高速道路交通警察隊長
中西　輝彦 氏
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定 時 総 会 の 日 程

会 員 各 位

公益社団法人奈良県トラック協会

第５０回定時総会の日程について

１　日　時
　　令和５年５月２９日（月）　午後１時

２　場　所
　　ザ橿原
　　　　橿原市久米町６５２－２　℡ ０７４４－２８－６６３６

３　議　事
　　○　令和４年度事業報告及び決算承認に関する件

　　　　監査報告
        
　　○　役員の選任に関する件

- 1 -

会 員 各 位

公益社団法人奈良県トラック協会

第５０回定時総会の日程について

１ 日 時

令和５年５月２９日（月） 午後１時

２ 場 所

ザ橿原

橿原市久米町６５２－２ ℡ ０７４４－２８－６６３６

３ 議 事

○ 令和４年度事業報告及び決算承認に関する件

監査報告

○ 役員の選任に関する件



地方実施機関による巡回指導の

総合評価が

　　　　　の

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関

※Ｅ評価とは巡回指導の調査結果で、「適」の占める割合が６０％未満の判定のことをいう。

　監査・処分対象 へ

令和5年
4月1日
より

重 点 化 対 象 事 業 者

半年 半年

・事業者（営業所）には、半年に一回、巡回指導を行います
・指摘事項に係る改善結果報告未提出の営業所
また、3回続けてD・E評価の営業所は、国に報告され、

監査・処分の対象となります

巡回指導３回目

D・E評価

報告・改善結果報告未提出
 （指摘事項全て未改善含む）

・改善結果報告未提出
 （指摘事項全て未改善含む）

巡回指導２回目

D・E評価
巡回指導１回目

D・E評価

運 輸 支 局
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定期報告事案 以下のいずれかに該当する営業所については、地方実施機関から
運輸支局等に対し、一定期間ごとに報告が行われます。

ア 巡回指導における総合評価で「Ｄ」または「Ｅ」と判定された営業所のうち、以下のいず
れかに該当するもの
(ｱ) 巡回指導時に行った改善指導について、３ヶ月以内に改善結果報告を行わないもの（改善

結果報告を行ったものの指摘事項のすべてについて改善が認められない営業所を含む。）
(ｲ) 総合評価が３回連続して「Ｄ」または「Ｅ」となったもの

イ 地方実施機関が行う巡回指導を正当な理由がないのに拒否した営業所
ウ 運輸開始届出後の新規巡回指導において、許可基準を逸脱するような悪質な事業計

画違反が疑われる営業所
エ 健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険又は雇用保険に加入していない（一

部未加入の場合を含む。）又は当該保険料を納付していない営業所

総合評価Ｄ又はＥの判定を受けたら・・・
速やかに全ての指摘事項を改善し、巡回指導実施日から３か月以内に

必ず改善結果報告書を地方実施機関に提出！

令和5年4月1日より、地方実施機関が行う巡回指導の
総合評価がＤ・Ｅ評価で、その後も改善が図られない営業所
への対応を、国との連携を通じて強化します。

さらに半年後、
巡回指導実施

巡回指導の総合評価が

Ｄ･Ｅ評価営業所
Ａ･Ｂ･Ｃ評価営業所
その他評価営業所

巡回指導の総合評価が

Ｄ･Ｅ評価営業所

前回の巡回指導
実施日から半年後、

巡回指導実施

運輸支局へ
報告

３か月以内改善結果報告未提出
（指摘事項全て未改善含む）

３か月以内改善報告提出
・指摘事項全て改善
・一部改善にかかわらず

重点化対象
から除外
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　近鉄大和西大寺駅北口駅前広場に「荷捌き」専用スペースが整備されました。
　バス、タクシー待機・荷捌き専用という標識が設置され、路面には白文字で 荷 と標示されています。
終日、利用ができます。

奈良市が近鉄大和西大寺駅北口に
「荷捌き」専用スペース整備
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日　：令和５年４月18日㈫
場所：奈良県トラック会館

太田好紀　五條市長来訪

　太田好紀五條市長が退任の挨拶のため、奈良県トラック協会を訪問されました。
　太田市長は、トラック協会が五條市の協力を得て取組んでいる、地域の子どもの交通事故防止のための
「足型ストップマーク」配布や災害時の啓発用冊子等、数々の話をされました。
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具体的な対策

全ト協「トラックにおける
新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」

（第４版）～抜粋～


